
危険源（2022年５月） 大きな要因から抽出

・作業床 他地区の業者が西尾管内で工事中、、60代とび職人の方が
高さ６ｍ 作業とは関係ない高所エリアに侵入し被災（３月）

被災者 番線固定前の作業床端部を踏み抜いて墜落
ご冥福をお祈りいたします

会社側 立ち入り禁止措置 未実施
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危険源（1～４月） ※大きな要因から抽出

・脚立 ２m 木の枝払い作業中、木があたって
脚立が倒れ２ｍ高さから墜落

・４ｔトラック荷台高さ 積んだ樹木の上に乗り吊り具を
２ｍ 外した時樹木が動きバランスを崩す
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分析 西尾管内から大きな災害をださない
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昨年レベル 14件/月
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死亡災害発生・・・抜けのない措置/対策に繋げるには
【調査】前日までに必ず危ないものを認識すること そのやり方は災害発生順（災害発生シ

ナリオ）に沿って危険源・作業から調査、災害想定し、災害大小に層別する
【対策】そして措置・対策順に沿って 危険源の特性にあった対処を実施

次頁で“対策順”を災害発生順との関連で整理し、立ち入り禁止措置を位置づけてみました
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２ｍ以上で 人が立つ 立てるところはどこですか
調べましょう



西尾対策順

マネジメント

“災害発生順”

対策順

1. 危険源を無くす
2. 危険源エネルギーを下げる
3. 作業を無くす
4. 作業手順を無くす
5. 接近、接触させず（立ち入り禁止措置）

７．左記1～５が
出来なかったら
管理するしかない禁止措置はここに

位置づけされます

本質安全化

災害発生順で調査・想定できたら この順番で対策を考える
エネルギーを下げる順番ゆえ 実施レベルに応じて将来の災害レベルが下がる ＊コストも下がる

レベル

レベル1，2

レベル３，４，５

レベル７

６．回避手段

レベル６



立ち入り禁止

（立入禁止）安衛則第５３０条
事業者は、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に関係労働者以外の労働者を
立ち入らせてはならない

（立入禁止等）安衛則第５８５条
事業者は、次の場所に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい 箇所に表
示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当 該場
所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
一多量の高熱物体を取り扱う場所又は著しく暑熱な場所
二多量の低温物体を取り扱う場所又は著しく寒冷な場所
三有害な光線又は超音波にさらされる場所
四炭酸ガス濃度が一・五パーセントを超える場所、酸素濃度が十八パーセントに満たない場所

又は硫化水素濃度が百万分の十を超える場所
五ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所六有害物を取り扱う場所七病原体による汚染のお
それの著しい場所

２前項の規定により立入りを禁止された場所の周囲において作業に従事する者は、当該場所には、
みだりに立ち入つてはならない。


